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１１月分の高齢・介護施設等の従事者に対する抗原定性検査キットの配付について（周知） 

 

平素より、新型コロナウイルスの感染防止のためにご尽力いただき、誠にありがとうござ

います。 

 これまで、ＰＣＲ検査及び抗原定性検査キット配付を実施してきたところですが、９月７日よ

り陽性者の自宅療養期間が短縮となったこと等を踏まえ、ＰＣＲ検査は１０月分の申し込みをも

って終了（１１月以降は申し込みできません）とし、当面は抗原定性検査キットでの対応を基本

といたします。 

抗原定性検査キットについては、１１月も引き続き実施することとし、月２回までの検査とい

たします。なお、すでにお手元にあるＰＣＲ検査キットは必ずご使用ください。 

 また、先般、厚生労働省より、高齢・障害施設等の新型コロナウイルス感染症対策として、

抗原定性検査キットを各自治体宛てに配付するとの連絡がありました。これにつきましては、

本市の準備が整い次第、あらためてお知らせいたします。 

今後も、日々の検温の徹底とともに、体調不良の際は外出・移動を控え、医療機関を受診

する等、新型コロナウイルス感染症対策の観点から引き続き感染予防にご協力いただきます

よう、お願いいたします。 

 

記 

 

１ 抗原定性検査キットの配布について 

抗原定性検査キット（以下、「抗原キット」）の配付では、無症状の従事者も対象とした①ス

クリーニング検査（１１月は月２回）と、陽性者が発生した施設等の従事者と入所者を対象と

した②感染発生施設等検査を実施します。 

従事者（感染発生施設は従事者及び利用者）以外の利用等、目的外での利用は絶対にやめて

ください。 

【①②共通事項】 

（１）申込方法  下記ＵＲＬにアクセスし、案内に従ってお申込みください。 

         なお、すでに下記認証 ID とパスワードにて、個別に付与されるユニーク ID

とパスワードをお持ちの事業所様におかれましては、個別に付与されたユニー

ク IDとパスワードでお申込みください。 

【共通ＵＲＬ】https://www.chiba-testkit.jp 

         初めての事業所・・・・認証 ID：   パスワード： 

         上記以外の事業所・・・個別に付与されたユニーク ID とパスワード 

    ※なお、よくあるお問い合わせ内容について、別添４「お申込み際の注意事項」にて 

まとめていますので、ご確認ください。 

認証ＩＤ・パスワードは各事業所に

送付した通知文をご確認ください。 

https://www.chiba-testkit.jp/


（２）回数・申込期間 １１月分 月２回まで、１１月１５日（火）申込まで 

   ※11月分については、月２回のみの申込とし、１５日までの申込期限とします。 

 検査回数 発送予定 

 

11月 15日（火）までに申込 

 

２回分 

① 11月 16日までに１回目

を発送 

② 11月 16日以降に 2回目

を発送 

※上記送付予定は目安であり、申込状況等により前後する場合があります。 

    ※②感染発生施設等検査に対する申込についても、11月 15日（火）までとしていますの

で、16日以降、感染発生に伴う抗原キットを必要とする場合は、下記担当所管課までご

相談ください。 

（３）検査結果等 

・ 抗原キットをお申込みいただきましたら、必ず検査を実施し、前週の結果を翌週月曜日 

（祝日の場合は、原則としてその翌営業日）までに、上記共通ＵＲＬより、検査実施数を 

 ご報告してください。※以前に実施した検査で未報告のものがあれば、速やかに報告し

てください。 

・ 感染発生施設等検査において、入所者が陽性になったにもかかわらず、医療機関等への

受診を怠っている事例がありました。陽性の判定となった場合は、必ず速やかに連携医

療機関等の受診を行うとともに、千葉市へのご報告をお願いします。（別添詳細説明をよ

くご確認ください） 

【事業お問合せフォーム】https://chiba-testkit.jp/form05 

【事業お問合せアドレス】support@chiba-testkit.jp<mailto:support@chiba-testkit.jp 

（４）抗原キットで陽性となった場合 

(4)-１ 発生届の対象の方（ア：６５歳以上の者、イ：重症化リスクがあり、治療薬の投

与や酸素投与が必要と医師が判断する者、ウ：入院要する者、エ：妊婦）は、医療機関を受診

してください。 

(4)-２ 発生届の対象外の方（(4)-１以外の方）は、千葉県内在住の方であれば、千葉県

新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センター（下記ＵＲＬ）へアクセス

し、陽性になったことを登録してください。それ以外の方は、お住まいの市町村、管轄保健

所へご確認ください。 

【千葉県新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センター】 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kenkoufukushi/test_distribute_and_register_positi

ve.html 

※抗原キットで陽性となった上記(4)-2 発生届の対象外の県内在住の方は、上記ＵＲＬに

アクセスし、サイト内の「自己検査等の結果陽性となった方の登録申込（自己検査者窓

口）」より登録してください。 

 

https://chiba-testkit.jp/form05
mailto:support@chiba-testkit.jp%3cmailto:support@chiba-testkit.jp
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kenkoufukushi/test_distribute_and_register_positive.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kenkoufukushi/test_distribute_and_register_positive.html


抗原キット配付について 

 

 

 

 

①スクリーニング検査 ②感染発生施設等検査

事業主旨
これまでのPCR検査と同様、全従事者のスク

リーニングを目的とする。

陽性者が発生した施設について、感染の広が

りを最小限に止めることを目的とする。

対象者

別表１の施設等

基本的に全種別の全従事者（これまでのＰＣ

Ｒ検査と同様）

別表２の施設等

・入所機能のある施設・事業種別の従事者及

び入所者

・そのうち、濃厚接触者等、陽性者と接触が

あり、施設・事業所において追加検査が必要

と考える者

・陽性者とある程度の接触がある方で、ユ

ニット単位等での実施を想定しています。必

要数の申込にご協力ください。

・入所者に使用する場合は、医療職の対応が

必要です。

回数

２回／月 原則１回／月、４０キットまで

特に必要がある場合は、複数回の実施を可能

としますが、上記対象者の考え方にご留意く

ださい。また、頻回実施の場合は、当課から

確認のご連絡をする場合がありますので、ご

承知おきください。

検査方法

詳細は別添２のとおり（個々の包装ごとに、

別添２の取扱説明書が同梱されています。）

事業所にキットをお送りします。

事前に従事者に個別配付の上、感染症拡大防

止の観点から、事業所ではなく自宅に持ち帰

り、検査してください。

詳細は別添３のとおり

事業所にキットをお送りします。

検査実施にあたっては、昨年度の厚生労働省

配付キットの利用方法に準じ、事前の研修資

料の確認や医師との連携を図り、陽性が判明

した場合は、速やかに医師の診察を受けるこ

とを徹底してください。

留意事項

希望数の１割増し程度で送付を予定していま

す。これは事業所のストックとして、令和３

年度に厚生労働省配付キットで実施していた

ものと同様、事業所で体調が悪化した方等の

検査等にご活用ください。また、有効期限切

れまでに、全てのキットをご活用ください。

基本的に必要数を申請ください。万が一キッ

トに余剰が生じた場合は、有効期限切れまで

に、全てのキットをご活用ください。



別表１ 高齢者施設等（ＰＣＲ検査、スクリーニング検査対象） 

区分 対象施設及び事業所 

高齢福祉関係 施設 特別養護老人ホーム(地域密着型も含む)、介護老人保健施設、

介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホー

ム、サービス付き高齢者向け住宅、特定施設入居者介護、短期

入所生活介護、認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グル

ープホーム）、生活支援ハウス 

通所・訪問

事業所 

通所介護(地域密着型、認知症対応型も含む)、訪問介護、訪問

看護、訪問入浴介護、小規模多機能型居宅介護（看護も含む）、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、通所リハビリテーション、

訪問リハビリテーション、訪問介護相当サービス、生活援助型

訪問サービス、通所介護相当サービス、ミニデイ型通所サービ

ス、居宅介護支援、介護予防支援、特定福祉用具販売 

障害福祉関係 施設 障害者支援施設、障害児入所施設、短期入所、共同生活援助、

療養介護、宿泊型自立訓練、生活ホーム、福祉ホーム 

通所・訪問

事業所 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援、生

活介護、自立訓練（宿泊型自立訓練を除く）、就労移行支援、就

労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、障害児通所支援事

業所、地域活動支援センター、ワークホーム、精神障害者共同

作業所、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児

相談支援、障害者基幹相談支援センター、日中一時支援 

生活保護関係 施設 救護施設 

 ※医療みなしを除く 
  

別表２ 入所系施設等（感染発生施設等検査対象） 

区分 対象施設及び事業所 

高齢福祉関係 施設 特別養護老人ホーム(地域密着型も含む)、介護老人保健施設、

介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホー

ム、サービス付き高齢者向け住宅、特定施設入居者介護、短期

入所生活介護、認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グル

ープホーム）、生活支援ハウス 

通所・訪問

事業所 

宿泊サービスを伴う通所介護(地域密着型、認知症対応型も含

む)、小規模多機能型居宅介護（看護も含む） 

障害福祉関係 施設 障害者支援施設、障害児入所施設、短期入所、共同生活援助、

療養介護、宿泊型自立訓練、生活ホーム、福祉ホーム 

生活保護関係 施設 救護施設 

※医療みなしを除く 

 

 



２ ＰＣＲ検査について 

（１）申込方法・期間等 

① 申込方法     １１月以降はお申し込みできません 

② 回数        お手元のＰＣＲ検査キットは必ずご使用ください。 

③ 返送期間     １２月３１日（土）まで 

④ 対 象 者        市内の高齢・介護施設等の全ての従事者（介護・看護従事者だけでな

く、事務、清掃、警備、調理など職種を問わず対象となります。） 

※利用者や従事者の家族などは対象外 

※医療みなしによる指定事業所は対象外 

⑤ 検査費用    無料（返送料は検査機関の指定方法で返送した場合に無料） 

（２）検査する際のご注意 

① 検査を受ける従事者に、予め次の点を理解してもらってください。 

・すでに届いている検査キットは必ず使用して検査機関へ返送してください。未使用で放

置などしたものは、後日代金を請求する場合がありますので、ご注意ください。 

・検査結果は、後日、千葉市介護保険事業課にも通知されること。 

・結果が陽性だった場合には、事業者（申込者）あてに検査機関から連絡が入りますが、

この連絡よりも前に検査結果が介護保険事業課に伝わることがあること。 

・結果が陽性となった際のＷＥＢ問診は必ず行ってください。行わない場合は、事業者（申

込者）と協議の上、検査機関から直接連絡が入る可能性があること（その際、ご連絡先

を事業者から教えていただくこと）。 

② この検査は強制ではありませんが、すでにお手元のＰＣＲ検査キットは全て返送期間まで

にご使用ください。 

③ 陽性が出たことが確認された場合は、担当課へメール又は電話でご連絡ください。 

④ PCR検査で陽性となった場合の流れは、以下(1)から(4)のとおりです。 

   (1)検査機関にてＰＣＲ検査結果陽性が判明する。 

   (2)検査機関より、登録したメールアドレスへ陽性結果のメールが送信されてくる。 

   (3)陽性者本人が、検査機関より送信されてきたメールに記載のＷＥＢ問診ＵＲＬへアクセ

スして手続きする。 

〇 ＷＥＢ問診の結果、保健所への発生届の対象
、、

と診断した方 

   (4)-１ 手続きしていただいた問診の内容により、にしたんクリニックの医者が発生届の

対象（ア：６５歳以上の者、イ：重症化リスクがあり、治療薬の投与や酸素投与が必要

と医師が判断する者、ウ：入院要する者、エ：妊婦）だと診断した場合は、にしたんクリ

ニックより陽性者本人へ電話が入り遠隔診療となり、確定診断となります。その後、に

したんクリニックが保健所へ発生届を提出しますので、陽性者本人による千葉県新型コ

ロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センターでの登録は不要です。 

〇 ＷＥＢ問診の結果、保健所への発生届の対象外
、、、

と診断した方 

(4)-２ 有症状・無症状の方に応じた療養期間の案内と、発生届対象外の方の支援につい

て自治体へご相談いただきたい旨の記載されたメールが登録頂いたアドレスへ届きます。 

    にしたんクリニックから保健所への発生届はありませんので、陽性になられた方は、千



葉県在住の方であれば、千葉県新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録

センター（下記ＵＲＬ）へアクセスし、陽性になったことを登録してください。それ以

外の方は、お住まいの市町村、管轄保健所へご確認ください。 

【千葉県新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センター】 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kenkoufukushi/test_distribute_and_register_positi

ve.html 

※PCR 検査で陽性となった県内在住の方は上記ＵＲＬにアクセスし、サイト内の「医療機

関で診断受けた方の登録申込（医療機関受診者窓口）」より登録してください。 

 

３ 千葉市高齢者施設等における新規施設入所者向け PCR検査費用補助（令和４年度分） 

令和３年度に続き、令和４年度も当該事業を令和４年１２月３１日（土）まで実施（令和４

年３月３１日以前の領収日等は補助対象外）しています。申請期限は、令和５年１月２０日（金）

までとなります。下記ホームページもご確認ください。 

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohokenjigyo/0304koureikensahiyo

ujosei.html 

 

４ 在宅高齢者サービス継続支援事業 

  在宅の高齢者の同居家族が新型コロナウイルスの陽性者となり、当該高齢者が濃厚接触者と

なった場合、介護保険サービスを提供するに当たっては、従業者の感染防止のために実際にか

かる経費のほか、心理的・精神的負担なども大きいことから、令和２年８月から当該高齢者に

対してサービス提供を行った居宅サービス事業所等に対して支援金の支給を行っており、令和

４年度も引き続き当該事業を実施しています。なお、濃厚接触者である利用者に対してサービ

ス提供を行う場合は、事前に介護保険事業課へ相談、報告を行う必要があります。事前に相談、

報告を受けていないケースについては、給付対象となりません。詳しくは、下記介護保険事業

課ホームページまたは別紙をご確認ください。 

【介護保険事業課ホームページ】 

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohokenjigyo/zaitakukoureisya_sa

-bisukeizokusien.html 

 

５ 令和４年５月分までのにしたんクリニック未使用ＰＣＲ検査キットについて 

上記期間のにしたんクリニック未使用ＰＣＲ検査キットにつきましては、保存液の品質が保

てなくなるため、１１月以降検査不可となりますので、ご注意ください。 

 

６ 令和４年６月分から令和４年１０月分のにしたんクリニック未使用 PCR 検査キットについて 

  従前からお知らせしているとおり、未使用で放置などしたＰＣＲ検査キットは、後日代金を

請求する場合がありますので、未使用ＰＣＲ検査キットは必ず使用して検査機関へ返送してく

ださい。この場合のＰＣＲ検査キット返送期限は、令和４年１２月３１日（土）必着までとし

ます。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kenkoufukushi/test_distribute_and_register_positive.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kenkoufukushi/test_distribute_and_register_positive.html
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohokenjigyo/0304koureikensahiyoujosei.html
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohokenjigyo/0304koureikensahiyoujosei.html


 

【問い合わせ】千葉市役所高齢障害部介護保険事業課 

抗原定性検査について 事業所支援班 043-245-5062 

ＰＣＲ検査について  企画指導班  043-245-5068 

(Mail) kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp 

mailto:kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp

